
 

①「３歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      （※１）戸籍謄本等は、該当の子が被扶養者として認定されている場合、育児休業掛金免除、育児休業手当金を申請した場合等、共済組合の他の手続で

親子関係が確認できている場合は提出不要です。詳細は、『「３歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額の特例」について（通知）』の記載
をご参照ください。 

 
②「３歳未満の子を養育しない旨の届出書」を提出する場合 
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